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第１ 事業者による地域や社会に貢献する自主的な取組 

１ 事業者による地域や社会に貢献する自主的な取組の背景 

事業者による地域・社会貢献活動は、以前は寄付や慈善活動等を中心に行われてき

たが、2015 年９月に国連サミットにおいてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）が採択

されたことを契機として、社会が抱える大きな課題について、事業者が本業を通じて

取り組むという考え方が世界的に広がっている。また、企業経営という観点からは、

企業の安定的かつ長期的な成長の実現には、環境や社会問題への取組、ガバナンスが

少なからず影響しているという考え方が広まり、ＥＳＧ投資が世界的な潮流となっ

ている。社会的課題解決への取組は、ＳＤＧｓが目指す持続可能な経済・社会・環境

づくりに不可欠であると共に、企業価値あるいは社会的価値を測る一つの指標と考

えられている。 

 

２ 事業者による地域や社会に貢献する自主的な取組の広がり 

我が国においても、ＳＤＧｓ等の影響により事業者による自主的な地域・社会貢献

活動が数多く行われている。加えて、大企業を中心に経営トップの強いリーダーシッ

プの下、地域・社会貢献を本業の一つの柱として据え、本業を通じた地域・社会貢献

活動を行う事業者が増えてきている。 

 この点、我が国において、2016 年 12 月に策定（2019 年 12 月一部改訂）された

ＳＤＧｓ実施指針では、ビジネスの役割について「それぞれの企業が経営戦略の中に

ＳＤＧｓを据え、個々の事業戦略に落とし込むことで、持続的な企業成長を図ってい

くことが重要である。また、官民が連携し、企業が本業を含めた多様な取組を通じて

ＳＤＧｓ達成に貢献する機運を、国内外で醸成することが重要である。」と掲げられ、

本業あるいは本業以外の多様な取組を通じた社会的課題解決が推進されている。な

お、教育分野では、ＳＤＧｓの目標 12「責任ある生産と消費」について「エシカル消

費」が基本的な考え方となっており、小学校等の教育においても積極的に学習が進め

られている。また、企業経営という観点からは、中長期的な視点で企業価値を評価す

る際に、ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）の要素を考慮する投資家が増えており、

上場会社においても、ＥＳＧに関する取組や情報開示を充実させる動きが出てきて

いる。株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所は、2015 年に策定

したコーポレートガバナンス・コードにおいて、上場会社に対して社会・環境問題を

はじめとするサステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を、2018 年の同コー

ド改訂時には「非財務情報」にＥＳＧに関する情報が含まれることを明確化し、かか

る情報が利用者に有益な形で開示されることをそれぞれ求め、2020 年３月「ＥＳＧ

情報開示実践ハンドブック」を公表した。 

このようにＳＤＧｓやＥＳＧ投資という世界的潮流が、我が国のビジネス・社会全

体においても具体的なものとして浸透しており、本業を通じた地域・社会貢献活動を

行う事業者の後押しとなっている。  




